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の言葉） です。 その重要な地域の研究を担う

JACS の力を示す、 もう一つの例が 『現代カ

ナダを知るための 60 章（第 2 版）』（明石書店）

の発刊 （2021 年 3 月） です。 編集委員の熱

意と見事な連携により完成した本書は、 「カナ

ダを俯瞰し、 もう一歩進んだ学びのガイド」 と

謳い、 地域研究のさらなる活性化を目指す、

JACS の誇らしい社会貢献です。 これからも

JACS が会員相互の交流や共同研究などを通

して、 いろいろな意味での成果をあげ、 JACS

の持つ宝物を世に示すことを願っております。 　　

（JACS 元会長、 津田塾大学）

＊　＊　＊

＜時評＞

ジュリー・ペイエット総督辞任とカナダ

政治 　

岡田健太郎

2021 年 1 月 21 日、 ジュリー ・ ペイエット総

督が辞任した。 ペイエットは 1963 年モントリ

オールに生まれ、 マギル大学やトロント大学

で工学等を学んだのち 92 年にカナダ宇宙庁

（CSA） の宇宙飛行士候補に抜擢された。 そ

して国際宇宙ステーションに滞在した最初の

カナダ人となり、 その功績から 2010 年にはカ

ナダ勲章を授与されている。 当然のことなが

ら英仏バイリンガルであり、2017 年 10 月、デー

ヴィッド・ジョンストン総督の後任としてトルドー

政権下で総督に就任した。

　しかしそのきらびやかな経歴とは裏腹に、 ペ

イエットをめぐっては昨年来総督公邸であるリ

ドー ・ ホールでの職員に対するハラスメント問題

が取りざたされており、 連邦政府 （枢密院） が

調査委員会を設置して調べていたところだった。

その後公表された報告書は、 ペイエットが公邸

において 「有害な環境 （toxic environment）」

を作っていたことを認めるものだった。 ペイエッ

トは辞任にあたってのプレス ・ リリースで 「働く

人はだれもが健康的な環境で働く権利があった

のに、 そうではない部分があった」 と謝罪した。

調査委員会が報告書を出す直前 （辞任の前日

の 20 日）、 ペイエットはジャスティン ・ トルドー首

相と会談し辞任の意思を伝えたとされる。 翌日、

トルドー首相はカナダ女王であるエリザベス二世

に電話して状況について説明するとともに、 あわ

せて総督の職務代理 （administrator） に連邦最

高裁のリチャード ・ ワグナー長官が就くことも伝え

たとされる。 連邦最高裁長官による職務代行は、

1947 年にジョージ 6 世が発した国王勅許（Letter 

Patent） にもとづく措置である。 なお旧英領諸国

のあいだでは違いがあり、 総督が不在となった

場合ニュージーランドはカナダと同様最高裁長

官が職務を代行するが、 オーストラリアでは最も

長くその職にある州総督 （State Governor） が代

行することとなっている。

　　これまで総督が任期を全うしなかったことがな

かったわけではない。1967年にはジョルジュ・ヴァ

ニエ総督が現職のまま死去したため、 今回と同

様、 連邦最高裁長官が一か月ほど職務を代行し

たことがある。 また 1999 年にはロメオ ・ ルブラン

総督が健康上の理由により辞任したのち、 エイド

リアン ・ クラークソンが総督に就任したことがある。

ただ今回のように総督の地位が一か月以上空席

となったことはほとんどないと思われる。

　　ペイエットの辞任を受けて、 野党カナダ保守

党のエリン ・ オトゥール党首はペイエットが総督

に選任されたプロセスや、 そもそもトルドー首相

がなぜこの人物を任命したのか調べるべきだと批

判した。 さらにオトゥールは、 少数与党政権で

ある現状を踏まえてトルドー首相は新たな総督の

任命について野党と協議すべきであるとし、 高

位公職者任命委員会 （Advisory Committee on 

Vice-Regal Appointments） を再度設置して、 総

督など名誉職の任命にあたって透明性を確保す

べきだとした。 この委員会はスティーブン ・ ハー

パー政権時代に設置されたものの、 トルドー政

権になってからは事実上休眠状態にあった。

　　では総督の不在、 それはカナダにおける

権威の 「空位」 といってもいいのかもしれな

いが、 このことはカナダ政治にどのような影響

があるのだろうか。 総督の地位を代行する連
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邦最高裁長官には、 総督のすべての権限が

そのままあると一般には解されており、 特段問

題はないように見受けられる。

　　ただ現在のトルドー政権は、 連邦議会下院

で過半数に満たない少数与党での政権運営を

強いられており、 数字の上では不信任がいつで

も起こりうる状況にある。 マギル大学のダニエル・

ベランジェは、 総督にはカナダ政治のなかで憲

法上重要な役割があると指摘し、 そしてそれは

少数派政権の時こそ重大性を帯びると指摘して

いる。 例えば 2008 年から 09 年のいわゆる 「憲

法危機」 では、 野党三党による不信任案可決

を避けようとしたハーパー首相はミカエル ・ ジャ

ン総督に議会停会を要請し、 総督が結局それ

を受け入れたことはいまだ記憶に新しい。 ベラン

ジェは、 総督が議会解散や法案の裁可などで

連邦首相のアドバイスにもとづいて、 さまざまな

政治的な出来事の 「引き金」 を引く立場であり、

そのような重大な政治的帰結をもたらすことを職

務代理者にすぎない最高裁長官がなしうるのか

と問いかけたのである。

　　また仮定の仮定ではあるが、 今回の騒動は

別の問いかけも顕在化させたと言えよう。 たとえ

ば、 ペイエットが総督辞任を拒否した場合どう

なっていたか。 総督を解任できるのはカナダ国

王であるエリザベス二世のみであり、 あくまでも

想像の域をでないものの、 国王がカナダ政治の

前面に直接出てこざるを得ない局面もありえた。

こういった事態は夢想にすぎないと一笑に付す

わけにもいかない。 というのも先の 「憲法危機」

では仮にジャン総督が停会要請を拒否した場

合、 ハーパー首相はジャン総督解任をも念頭に

置いていたと言われているからである。

　　これまでカナダ現代政治において、 総督や

副総督といったイギリスに由来する立憲君主制

の枠組みはカナダの民主主義的価値観と対立

するものではなく、 むしろそれらの地位に就く

人々がカナダの多文化主義や政治的な価値を

体現することによって、 カナダという民主主義国

家のありようをより強固なものにすると考えられて

きた。 しかし今回の辞任劇があらわにしたのは、

総督という立場にある人物がその任に不適格で

あり、さらにはカナダの政治体制にとって 「有害」

な場合どのように対応すればよいのかという、 君

主制に生来つきまとう、 いみじくも古典的な問題

へと回帰した感さえある。 これらの点はカナダの

立憲君主制をポジティブに （のみ） 評価しようと

してきた研究者にとっては盲点であり、 今後さら

なる研究が必要となろう。

　　現在トルドー政権は新たな総督の人選を進

めているとされ、 初めてとなる先住民出身者を

総督の地位に推す声もあるという。 総督をめぐる

問題は、 今後しばらくの間カナダにおいて議論

が続きそうである。                          （愛知大学）

＊　＊　＊　

＜カナダ研究紹介＞

アンヌ・エベール研究の魅力と現代性

佐々木菜緒

今日、 ケベック文学を代表する作家と言えば数

多くあげることができるが、 そのなかで、 アンヌ ・

エベール （1916-2000） は世界的に最も研究さ

れているケベック人作家だと言われている。 これ

は、 エベールの作品がケベックの地域性を超え

た普遍的な広がりを持っているからであるが、 同

時に非常にケベック的でもあるからだと考えられ

る。 極論を言えば、 「最もケベック的であり、 最

もケベック的でない」 という面をエベールの作品

に見出すことができ、 そうしたエベールのケベッ

クに対する姿勢の両義性が世界中の読者や研

究者にとって魅力となっているようである。

　1916 年にエベールはケベック市近郊で生まれ

育ち、 1965 年以降の約 30 年間はケベックとフ

ランスとの間を頻繁に往来しながら、 フランスを

生活の拠点とした。 しかし、フランスに暮らしても、

自分はケベック人 （Québécoise） であり、 さらに

は 「ケベック市の人間 de Québec」 の意味でも

そうだと言っている。 彼女の故郷への愛着がケ

ベック市を中心にした空間をめぐっていることは、

エベールの作品の多くが、 『激流』 （1963 年）

や 『カムラスカ』 （1970 年）、 『魔宴の子供たち』




